
 

 

 

 

 

 前号の「民商だより」でお知らせしたとおり、建設業の会員が集まって共同で仕事起こしをす

すめる瀬戸旭民商の「ねこの手」を参考に建設業者の「受注グループ」を作っていくことを確

認し、立ち上げについては７月 13 日（火）に次回の相談会を開くことを決めました。 

 春日井版《ねこの手》の立ち上げにあたり、一緒にやってみよう、興味があるという人は 7

月 13 日にお集まりください。 

 「名称」「運営方法」などを相談して取り組みを進めていきたいと考えています。 

  

 

  春日井版《ねこの手》相談会 

とき 7 月 13 日(火) 午後８時～ 

ところ 春日井民商事務所２階 

  新会員歓迎学習会開く 

 6 月 25 日(金)、この３ヶ月に入会した新会員を対象に「新会員歓迎学習会」を行いました。

 この歓迎会は、新しく民商の仲間になった方に民商のことをよく知ってもらい、組織に溶け

こんで一緒に活動してもらおうと行っています。歓迎会には新会員５名と４つの支部の支部

長全員、三役４名が参加しました。できあがったばかりの「ようこそ民商へ」のパンフレットな

どをテキストに、北支部の「魚大」さんのお弁当を食べながら学習しました。 

 新会員から「申告のことがよくわからなくて入会したが、民商がいろいろなことをやっている

ことが少し理解できた」と感想が出されました。 

 

簿記教室を卒業して 

 私は、去年から簿記のちゃんとした意味もわからず「パ

ソコン会計」をしていました。何をするにも時間がかかり、

応用もできずとても大変でした。 

 簿記教室で教えてもらったことは「簿記の歴史」「仕組

み」「基礎」などこれから役立つことばかりで、いままでわ

からなくて不安だったことも、理解できるまで教えていた

だきました。 

 私はこれまで勉強がとても苦手で、楽しくできたこともあ

まりなかったのですが、本当に楽しくできました。 

（西支部Ｎさんの感想です） 

源泉所得税（１月～６月分）納付の作業 

 従業員等から預かっている「源泉所得税」の半期分の納期限は、７月１０

日です。基本的には預かっている所得税を合計して納付すれば、７月の手

続きは終わりです。よくわからない人は次の日程で「作業」をします。ご参加

ください。 

 6 月 29 日(火)、7 月 6 日(火)、8 日（木） 

     いずれも午後２時～ 事務所２階です 

（昨年暮れに税務署から送ってきた「源泉徴収」の書類（大きな封筒）、源泉

徴収簿などを持ってきてください。） 

  

皆さんの会費が会の活動を支えています 
会費の納入のお願い  

毎月、15 日までの会費納入にご協力下さい 

   会計 伊藤英雄 
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